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　　　　　　１．後期高齢者医療保険料の軽減措置について（要件変更）
　 　　　　　　保険料は、均等割額（被保険者全員が納める額）と所得割額（所得に応じて納める額）の合計です。

均等割額は、同一世帯内の被保険者および世帯主の所得額の合計に応じて軽減されますが、要件が次のとおり
変更となりました。なお、令和５年度保険料に関する通知書は７月にお届けします。

２．交通事故等にあったとき
　 　交通事故や暴力等、第三者（自分以外の人）の行為によって負傷し、被保険者証を使って治療を受けたときは、

必ず国保年金課に届出してください。また、自損事故や業務中の事故で労災が適用されない場合も届出が必要
です。

問い合わせ先…国保年金課　内線2346  ／  青森県後期高齢者医療広域連合　℡017－721－3821

試験日…６月25日㈰ 　　受付期限…６月２日㈮　　採用日…令和６年４月１日

＊ 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の職種および第１回試験で募集人数に達しなかった職種については、10
月15日㈰に第２回試験を実施します。８月上旬に第２回試験の案内をホームページ等に掲載予定です。

＊詳細は、つがる西北五広域連合ホームページ（http://www.tsgren.jp/）をご確認ください。
問い合わせ・申込先…つがる西北五広域連合病院運営局人事課（つがる総合病院３階）　℡26－6363　内線2327

職　　種 採用予定数 受　験　資　格

看護師・助産師 45名程度 昭和54年４月２日以降に生まれた方で左記職種の免許を有する方または令
和６年４月30日までに免許を取得する見込みのある方

診療放射線技師 ２名程度 昭和59年４月２日以降に生まれた方で左記職種の免許を有する方または令
和６年４月30日までに免許を取得する見込みのある方臨床検査技師 ３名程度

令和４年度

世帯の所得額の合計 軽減割合

43万円＋10万円×（年金・給与所得
者等の数－１）以下

７割

43万円＋（28.5万円×被保険者の数）
＋10万円×（年金・給与所得者等の
数－１）以下　

５割

43万円＋（52万円×被保険者の数）＋
10万円×（年金・給与所得者等の数
－１）以下　

２割

令和５年度～

世帯の所得額の合計 軽減割合

43万円＋10万円×（年金・給与所得
者等の数－１）以下

７割

43万円＋（29万円×被保険者の数）
＋10万円×（年金・給与所得者等の
数－１）以下

５割

43万円＋（53.5万円×被保険者の
数）＋10万円×（年金・給与所得者等
の数－１）以下

２割

後期高齢者医療被保険者の皆さんへ

令和５年度つがる西北五広域連合病院事業医療職員採用試験（第１回）

　　　　　　１．後期高齢者医療保険料の軽減措置について（要件変更）
　 　　　　　　保険料は、均等割額（被保険者全員が納める額）と所得割額（所得に応じて納める額）の合計です。
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